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◎議案第３０号 白老町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促 

進に係る道路の構造に関する基準を定める条例 

の制定について 

○議長（山本浩平君） 日程第７、議案第 30 号 白老町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の制定についてを議題に供します。 

提案の説明を求めます。 

高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） 議 30－１でございます。議案第 30 号 白老町高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条例の制定について。 

白老町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基準を定める条

例を次のとおり制定するものとする。 

平成 25 年２月 27 日提出。白老町長。 

議 30－10、附則でございます。施行期日でございます。１、この条例は、平成 25 年４月１

日から施行する。 

次のページ、議 30－12、議案説明でございます。地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律の一部が改正され、これまで法令により義務づけられていた基準の

一部について条例で定めることとされたことから、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に係る道路の構造に関する基準を定めるため、本条例を制定するものでございます。 

以上です。 

   

白老町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進 

に係る道路の構造に関する基準を定める条例００ 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法

律第９１号。以下「法」という。）第１０条第１項の規定に基づき、高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に係る道路（町が管理する町道をいう。以下同じ。）の構造に関する基準を

定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び移動等円滑化のために必要な道路の構造に

関する基準を定める省令（平成１８年国土交通省令第１１６号）において使用する用語の例

による。 

第２章 歩道等 

（歩道） 
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第３条 道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）には、歩道を設けるものとする。 

（有効幅員） 

第４条 歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては３．５メートル以上、その

他の道路にあっては２メートル以上とするものとする。 

２ 自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては４メートル以上、そ

の他の道路にあっては３メートル以上とするものとする。 

３ 歩道及び自転車歩行者道（以下「歩道等」という。）の有効幅員を定めるに当たっては、当

該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮するものとする。 

（舗装等） 

第５条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。

ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、こ

の限りでない。 

２ 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。 

３ 歩道等に排水施設を設ける場合は、つえ、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の溝

蓋を設けるものとする。 

（勾配） 

第６条 歩道等の縦断勾配は、５パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、８パーセント以下とすることができる。 

２ 歩道等（車両乗入れ部を除く。）の横断勾配は、１パーセント以下とするものとする。ただ

し、前条第１項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合においては、２パーセント以下とすることができる。 

（歩道等と車道等の分離） 

第７条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩（以下「車道等」

という。）又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。 

２ 歩道等（車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。）に設ける縁石の車道等に対す

る高さは１５センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地

利用の状況等を考慮して定めるものとする。 

３ 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等

の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。 

（高さ） 

第８条 歩道等（縁石を除く。）の車道等に対する高さは、５センチメートルを標準とするもの

とする。ただし、横断歩道に接続する当該歩道等の部分にあっては、この限りでない。 

２ 前項の高さを定めるに当たっては、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を

考慮するものとする。 

（横断歩道に接続する歩道等の部分） 

第９条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は車道等の部分より高くするものとし、その
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段差は２センチメートルを標準とするものとする。 

２ 横断歩道に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者（以下「車椅子使用者」と

いう。）が円滑に転回できる構造とするものとする。 

（車両乗入れ部） 

第１０条 第４条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第６条第２項の規定による基準を

満たす部分の有効幅員は、２メートル以上とするものとする。 

第３章 立体横断施設 

（立体横断施設） 

第１１条 道路には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者

等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設（以下「移動等円滑化された立体横断施

設」という。）を設けるものとする。 

２ 移動等円滑化された立体横断施設には、傾斜路を設けるものとする。 

（傾斜路） 

第１２条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路（その踊場を含む。以下同じ。）は、

次に定める構造とするものとする。 

(1) 有効幅員は、２メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合においては、１メートル以上とすることができる。 

(2) 縦断勾配は、５パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、８パーセント以下とすることができる。 

(3) 横断勾配は、設けないこと。 

(4) ２段式の手すりを両側に設けること。 

(5) 手すりの端部の付近その他の必要な箇所には、傾斜路の通ずる場所を示す点字表示を行

うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。 

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと

等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。 

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただ

し、側面が壁面である場合においては、この限りでない。 

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が２．５メートル以下の歩道等の部分への進入を防

ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。 

(10) 高さが７５センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ７５センチメートル以内

ごとに踏幅１．５メートル以上の踊場を設けること。 

（通路） 

第１３条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとす

る。 

(1) 有効幅員は、２メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮し
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て定めること。 

(2) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合

又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。 

(3) ２段式の手すりを両側に設けること。 

(4) 手すりの端部の付近その他の必要な箇所には、通路の通ずる場所を示す点字表示を行う

とともに、当該端部が突出しない構造とすること。 

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、

側面が壁面である場合においては、この限りでない。 

（階段） 

第１４条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段（その踊場を含む。以下同じ。）は、

次に定める構造とするものとする。 

(1) 有効幅員は、１．５メートル以上とすること。 

(2) ２段式の手すりを両側に設けること。 

(3) 手すりの端部の付近その他の必要な箇所には、階段の通ずる場所を示す点字表示を行う

とともに、当該端部が突出しない構造とすること。 

(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、この限りでない。 

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別で

きるものとすること。 

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、

側面が壁面である場合においては、この限りでない｡ 

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が２．５メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐ

ため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。 

(10) 階段の高さが３メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。 

(11) 踊場の踏幅は、直階段の場合にあっては１．２メートル以上とし、その他の場合にあ

っては当該階段の幅員の値以上とすること。 

第４章 乗合自動車停留所 

（高さ） 

第１５条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、１５センチメー

トルを標準とするものとする。 

（ベンチ及び上屋） 

第１６条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これら

の機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得



        － 295 － 

ない場合においては、この限りでない。 

第５章 自動車駐車場 

（障害者用駐車施設） 

第１７条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分（以下「障害

者用駐車施設」という。）を設けるものとする。 

２ 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が２００以下の場合にあっては当該

駐車台数に５０分の１を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が２００を超える場合にあって

は当該駐車台数に１００分の１を乗じて得た数に２を加えた数以上とするものとする。 

３ 障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。 

(1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置

に設けること。 

(2) 有効幅は、３．５メートル以上とすること。 

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。 

（障害者用停車施設） 

第１８条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円

滑に利用できる停車の用に供する部分（以下「障害者用停車施設」という。）を設けるものと

する。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。 

(1) 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置

に設けることその他の方法により、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。 

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅及び有効奥行きを１．５メートル以上とするこ

とその他の方法により、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。 

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。 

（出入口） 

第１９条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。     た

だし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。 

(1) 有効幅は、９０センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる

歩行者の出入口のうち１以上の出入口の有効幅は、１．２メートル以上とすること。 

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を１．２メートル以上とする当該自動車駐車場外

へ通ずる歩行者の出入口のうち、１以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、

その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 

（通路） 

第２０条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路の

うち１以上の通路は、次に定める構造とするものとする。 

(1) 有効幅員は、２メートル以上とすること。 
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(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 

(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。 

（傾斜路） 

第２１条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階（障害者用駐車施設が設けられて

いる階に限る。）を有する自動車駐車場には、傾斜路を設けるものとする。 

２ 第１２条の規定は、前項の傾斜路について準用する。 

（階段） 

第２２条 第１４条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段

の構造について準用する。 

（屋根） 

第２３条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第２０

条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。 

（便所） 

第２４条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造

とするものとする。 

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別（当該区別がある場合に限る。）並びに

便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。 

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 

(3) 男子用小便器を設ける場合においては、１以上の床置式小便器、壁掛式小便器（受け口

の高さが３５センチメートル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を設けるこ

と。 

(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。 

２ 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち１以上の便所は、次の各号

に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。 

(1) 便所（男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所）内に高齢者、障害者等

の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 

第２５条 前条第２項第１号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。 

(1) 第２０条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち１以上の通路は、同条

各号に定める構造とすること。 

(2) 出入口の有効幅は、８０センチメートル以上とすること。 

(3) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜

路を設ける場合においては、この限りでない。 

(4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられてい

ることを表示する案内標識を設けること。 

(5) 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。 
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ア 有効幅は、８０センチメートル以上とすること。 

イ 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。 

(6) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。 

２ 前条第２項第１号の便房は、次に定める構造とするものとする。 

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであ

ることを表示する案内標識を設けること。 

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。 

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。 

３ 第１項第２号、第５号及び第６号の規定は、前条第２項第１号の便房について準用する。 

第２６条 前条第１項第１号から第３号まで、第５号及び第６号並びに第２項第２号から第４

号までの規定は、第２４条第２項第２号の便所について準用する。この場合において、前条

第２項第２号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 

第６章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等 

（案内標識） 

第２７条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者

等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認めら

れる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必

要な施設の案内標識を設けるものとする。 

２ 前項の案内標識は、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設け、か

つ、障害者、高齢者等が円滑に利用できるものとする。 

（視覚障害者誘導用ブロック） 

第２８条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視

覚障害者の円滑な移動のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロック

を敷設するものとする。 

２ 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等に

より当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。 

３ 視覚障害者誘導用ブロックが敷設された箇所のうち、視覚障害者の円滑な移動のために必

要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。 

（休憩施設） 

第２９条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これ

らの機能を代替するための施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合においては、この限りでない。 

（照明施設） 

第３０条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜

間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、
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この限りでない。 

２ 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、移動等円滑化のために必要であると認められる

箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自

動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。 

（防雪施設） 

第３１条 歩道等及び立体横断施設において、積雪または凍結により、高齢者、障害者等の安

全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆

工を設けるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化

を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、同条の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこ

れに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減

速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。 

３ 第３条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化

を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、第４条第１項の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における

歩道の有効幅員を１．５メートルまで縮小することができる。 

４ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第８条の規定による基準をその

まま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、当該基準によらないことが

できる。 

５ 第１０条に規定する有効幅員は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、同条の規定にかかわらず、当分の間、これを１メートルまで縮小することがで

きる。 

   

○議長（山本浩平君） 提案の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） 今度条例に変わったということで、それは承知しています。それで、

条例になったことによって具体的なものが見えてきたのですけど、議 30－10 のところで、防雪

施設、第 31 条とあります。これはたまたま議会でもかなり議論されていますけど、歩道等及び

立体横断施設において、積雪または凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著

しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、流雪構又は雪覆工を設けるとなっていますけど、条
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例で定めると今度は白老町の責任、法律のときも同じですけど、これによって町が本当に具体

的に義務を負わなければいけないという部分が出てきていると思うのですけど、その辺がそう

いう解釈になるのか。より町民の除雪に対する要求度が高まっていくと思うのですけれども、

この条例を制定されたことによって、その辺が今までとどう変わっていくのかだけ伺っておき

ます。 

○議長（山本浩平君） 高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） この条例につきましては、議案説明会でもご説明いたしまし

たが、この条例はあくまでも国土交通大臣が定める特定道路に認定された道路に適用するもの

でございます。それはどういう道路かと申し上げますと、障がい者等の弱者の方々が専ら利用

頻度の非常に高いという道路、これは国土交通大臣が認定するものです。その道路に対して適

用してくださいという条例でございます。本町は実は今のところはこの認定された道路はない

のです。これからあるかもしれない。 

それともう一つ、普通の道路であってもこの条例をできるだけ順守しての条例に沿った形で

できる限り整備しなさいという、そういう努力義務があるのです。そういうことから、今般こ

の条例を定めさせていただいたところでございます。 

以上です。 

○議長（山本浩平君） ほか質疑のあります方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第 30 号 白老町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造に関する基

準を定める条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（山本浩平君） 全員賛成。 

よって、議案第 30 号は、原案のとおり可決されました。 


